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	税制改正大綱（案）に示された内容は、「2016年度税制改正大綱」の正式決定に伴い、その内容に変更が生じる可能性がありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
	I.  法人税率
	1.  法人実効税率の引下げ
	（1）法人税率
	2016年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税率が、以下のように引き下げられます。
	（*1） 軽減税率（15％）は、2017年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
	（2）法人事業税（所得割）及び地方法人特別税の税率
	資本金の額が1億円超の法人（外形標準課税対象法人）の法人事業税（所得割）及び地方法人特別税の税率が、以下のように改正されます。
	なお、地域間の税源偏在を是正するための暫定措置として、2008年より法人事業税の一部が地方法人特別税として徴収されていましたが、この地方法人特別税は2017年4月1日以後に開始する事業年度から廃止され、法人事業税に復元されることになります。（地方法人特別税の廃止は、外形標準課税対象法人だけでなく、すべての法人に対して適用されます。）
	【地方法人特別税】
	（3）法人住民税の税率引下げ及び地方法人税の税率引上げ
	地方法人税は、地域間の税源の偏在性を是正するため、2014年度改正において創設されたもので、法人住民税の一部が地方法人税として徴収され、国から地方へ配分されています。地方法人特別税の廃止に伴い、それに代わる偏在是正措置の一つとして、2017年4月1日以後に開始する事業年度より、以下のように法人住民税（法人税割）の税率が引き下げられ、地方法人税の税率が引き上げられる予定です。
	この改正は地域間の税源配分を調整するものですので、内国法人の税負担への影響はほとんどありません。
	（4）法人実効税率
	上記の税率改正により、法人実効税率は以下のように引き下げられます。
	上記の法人実効税率は、地方法人特別税及び法人事業税が損金算入されることを考慮し、期末資本金の額が1億円を超える法人に対する標準税率を用いて計算しています。
	期末資本金の額が1億円を超える法人に対する東京都の税率を用いて計算した改正後の法人実効税率（現行：33.06％）は、東京都の法人事業税（所得割）の税率が制限税率の範囲で定められてから明らかとなります。
	2. 外形標準課税
	外形標準課税制度は、地方公共団体の行政サービスの対価として、法人の所得・収入ではなく、法人の規模に応じ課税する制度として、2004年に導入されました。法人実効税率引下げのための財源確保の方法の一つとして、2015年度改正で外形標準課税の税率の引上げ等が行われましたが、2016年度改正においても、税率のさらなる引上げが行われる予定です。
	（外形標準課税の対象法人は、期末資本金の額が1億円を超える法人（収入金額に事業税が課される法人（電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人）及び投資法人・特定目的会社等を除きます。）で、その範囲についての改正は見込まれていません。）
	（1）税率の引上げ
	（2）負担変動の軽減措置
	法人事業税の税率改正に伴う負担変動を軽減するために2015年度税制改正で設けられた軽減措置が、以下のように見直され、3年間にわたり適用されます。
	【現行法】
	【改正案】
	II.  法人課税関係
	1.  欠損金の繰越控除
	（1）繰越控除限度額
	（2）繰越期間の延長の適用時期
	2.  減価償却方法
	3. 中小企業の固定資産税の軽減
	中小企業の生産性向上に関する法律（仮称）の制定を前提に、中小企業者等に課される固定資産税が、以下のように軽減されます。
	4. 役員給与
	役員給与のうち以下の3つに該当するものは、原則として、損金の額に算入されることとされていますが、B（事前確定届出給与）とC（利益連動給与）について以下の改正が提案されています。
	5. 企業版ふるさと納税
	この寄附金（企業版ふるさと納税）による法人の税負担軽減は、①地方公共団体に対する寄附金としてその全額が損金の額に算入されることによる税負担の軽減（法人実効税率を30％とした場合には、寄附金の30％）及び②上記の制度による税額控除（全額控除が可能な場合、寄附金の30％）となり、合計で寄附金の約60％に及ぶことになります。
	6. 国家戦略特別区域税制
	（1）所得控除
	なお、この所得控除制度は、国家戦略特別区域における設備投資減税制度及び国際戦略総合特別区域における設備投資減税制度との選択適用とされます。
	（2）設備投資減税
	 適用期限が2年間延長されます。
	 特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品に適用される即時償却が廃止されます。
	また、繰越税額控除制度も廃止されます。
	7. 組織再編成税制
	（1）適格要件の見直し
	組織再編成に係る適格要件について、以下の見直しが行われる予定です。
	株式交換・株式移転（株式交換等）
	 共同事業を行うための株式交換等に係る適格要件のうち、役員継続要件が以下のように改正されます。
	 その他適格要件について、所要の措置が講じられます。
	新設合併・新設分割・株式移転（新設合併等）
	 共同事業を行うための新設合併等に係る適格要件のうち、株式継続保有要件の判定について明確化されます。
	（2）適格株式交換等により取得する子法人株式の取得価額の算定方法の見直し
	適格株式交換等の直前の株式交換完全子法人等の株主の数が50人以上の場合における、その親法人が取得する株式交換完全子法人株式等の取得価額の算定方法が、以下のように改正されます。
	8. 投資法人（J-REIT）
	投資法人が支払う利益の配当の額は、一定の導管性要件を満たす場合には、投資法人の所得の金額の計算上、所得金額を限度として損金の額に算入されることとされています。この導管性要件について、以下の改正が提案されています。
	（1）資産割合要件
	（2）90％超配当要件
	9. その他の主な改正点
	（1）交際費の損金不算入制度
	法人が支出する交際費については、2016年3月31日までに開始する各事業年度において、以下の金額まで損金算入が認められていますが、この措置の適用期限が2年間延長されます。
	（2）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
	中小企業者等（資本金の額が1億円以下の法人のうち一定の法人等及び農業協同組合等）が、2016年3月31日までに、少額減価償却資産（取得価額が30万円未満の減価償却資産）を取得して、事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、年間300万円を限度として、その取得価額を損金算入できることとされていますが、その制度が以下のように改正される予定です。
	 この制度を適用できる中小企業者等の範囲から、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除外されます。
	 適用期限が2年間延長されます。
	（3）譲渡制限付株式に係る費用の損金算入時期
	法人が、個人から受ける将来の役務の提供の対価として一定の譲渡制限付株式を交付した場合には、その役務の提供に係る費用の額は、原則として、その譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなります。
	この改正は、2016年4月1日以後に交付の決議がされる譲渡制限付株式について適用されます。
	（4）雇用促進税制
	雇用促進税制とは、一定の要件のもと、前期末から増加した雇用者1人あたり40万円を法人税額から控除する制度であり、2016年3月31日で期限が到来することとされています。この制度の適用期限が2年間延長されるとともに、以下の見直しが提案されています。
	（*1） 一定の要件のもと、基準事業年度（3月決算法人の場合、一般的には2013年3月期）から増加した給与支給額の10％を法人税額から控除する制度をいいます。
	（*2）　地方拠点強化税制の特例部分についても、同様の改正が提案されています。
	（5）国際戦略総合特別区域税制
	総合特別区域法の規定に定められた指定法人（所得控除については、指定特定事業法人）は、一定の要件のもと、設備投資減税又は所得控除の適用を受けることができることとされています。2016年3月31日に適用期限を迎えるこれらの制度について、以下の改正が予定されています。
	（a）設備投資減税
	• 適用期限が2年間延長されます。
	• 特別償却率及び税額控除率が、以下のとおり引き下げられます。
	• 繰越税額控除制度は廃止されます。
	（b）所得控除
	所得控除については適用期限の延長は行われず、2016年3月31日をもって廃止することとされました。
	（6）生産性向上設備投資促進税制
	2014年度税制改正で導入された生産性向上設備投資促進税制は、適用期限（2017年3月31日）をもって廃止されます。また、2016年3月31日まで適用される上乗せ措置の延長も行われません。
	（7）欠損金の繰戻し還付
	中小企業者等以外の法人は、2016年3月31日までに終了する各事業年度において、欠損金の繰戻しによる還付制度を適用できないこととされていますが、この不適用措置が2年間延長されます。
	（8）環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）
	環境関連投資促進税制について、以下の見直しが行われたうえで、適用期限が2年延長（2018年3月31日まで）される予定です。
	 風力発電設備の即時償却は、その適用期限（2016年3月31日）をもって廃止されます。
	 特別償却又は税額控除の対象資産の範囲が見直されます。（たとえば現行法では、対象資産とされる太陽光発電設備は固定価格買取制度の認定を受けているものですが、改正により、この認定を受けていない設備が対象資産とされる予定です。）
	 特別償却又は税額控除の対象とされている車両運搬具（電気自動車等）が、税額控除の対象から除外されます。
	III. 国際課税関係
	1.  移転価格税制に係る文書化
	（1）用語の定義
	（2）国別報告書
	（3）マスターファイル（事業概況報告事項）
	（4）ローカルファイル（同時文書化義務）
	2. タックス・ヘイブン対策税制
	（1）保険業の適用除外基準の見直し
	イギリスのロイズ市場において保険業を営む法人は、ロイズ法の規定により、事業運営法人とリスク引受法人の分離が義務付けられています。このため、以前より、この規定に則って設立された法人が日本のタックス・ヘイブン対策税制における適用除外基準を満たすことができない恐れがあるという指摘がなされていました。
	上記の指摘及びイギリスの法人税率の引下げを受け、適用除外基準の適用に関し、以下の特例が設けられます。
	A社： 一の内国法人等によって発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす特定外国子会社等（イギリスのロイズ市場において保険業を行うもの）
	B社：その一の内国法人等によって発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす他の特定外国子会社等（イギリスのロイズ市場において保険業を行うもの）
	なお、上記のほか、所要の措置が講じられる予定です。
	（2）外国税額控除の計算に係る見直し
	合算課税の対象とされる特定外国子会社等の所得に対し外国法人税が課された場合には、以下の方法により計算した金額を、合算課税を受ける内国法人が納付する控除対象外国法人税額とみなして、外国税額控除の適用を受けることができます。
	分母の所得金額には、特定外国子会社等がその子会社（発行済株式等又は議決権の25％以上を、配当等の支払義務が確定する日以前6ヵ月以上引き続き直接に有されている法人）から受ける配当等を含めることとされていますが、改正により、外国法人税の課税標準に含まれない配当等は、分母に含めないこととされます。
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